
 

 

 

 

 

 

 

 

石川県個人情報保護審査会からの答申 

 

 

石川県個人情報保護条例（平成１５年石川県条例第２号）に基づき開示請求のあっ

た保有個人情報の一部開示決定に対する審査請求に係る諮問について、本日、石川県

個人情報保護審査会会長（小堀秀行弁護士）から、下記の答申がなされました。 

答申の内容は、令和２年６月１０日に開催された第４９回石川県個人情報保護審査

会において決定されたものであり、答申の概要及び内容は別紙のとおりです。 

 

 

記 

 

 

答申第４７号 

 苦情受理票に関する保有個人情報一部開示決定に対する審査請求に係る諮問 
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